
令和７年号外第７号 令和７年７月１０日 

 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

 

目        次 

  

◇ 人事委員会 

 

 

 
○ 令和７年度北九州市職員（上級）採用試験（秋季枠）の実施【行政委

員会事務局任用課】  
○ 令和７年度北九州市職員（初級等）採用試験の実施【行政委員会事務

局任用課】  
○ 令和７年度障害者を対象とする北九州市職員採用選考の実施【行政委

員会事務局任用課】  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 



北九州市人事委員会公告第３号 

 令和７年度北九州市職員（上級等）採用試験【秋季枠】を実施するため、職

員採用試験規則（昭和３８年北九州市人事委員会規則第４号）第８条の規定に

より次のとおり公告する。 

  令和７年７月１０日 

             北九州市人事委員会委員長 髙 橋 直 人 
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北九州市人事委員会公告第４号 

 令和７年度北九州市職員（初級等）採用試験を実施するため、職員採用試験

規則（昭和３８年北九州市人事委員会規則第４号）第８条の規定により次のと

おり公告する。 

  令和７年７月１０日 

             北九州市人事委員会委員長 髙 橋 直 人 
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北九州市人事委員会公告第５号 

 令和７年度障害者を対象とする北九州市職員採用選考を実施するため、職員

採用試験規則（昭和３８年北九州市人事委員会規則第４号）第８条の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和７年７月１０日 

             北九州市人事委員会委員長 髙 橋 直 人   
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